
 

公設市場消防設備等点検業務委託仕様書 

 

 

１ 基本姿勢 

  消防法第17条の３の３の規定に基づき、次の「２点検業務対象物件」にかかげる公設市

場（以下「施設」という。）の消防設備等が、火災発生時に円滑に作動するよう点検を実

施し、その機能維持を図らなければならない。 

 

２ 点検業務対象物件 

(1) 第一牧志公設市場  （那覇市松尾２丁目10番１号） 

 

３ 委託期間 

  2023年４月１日から2024年３月31日まで 

      

４ 業務内容及び注意事項 

(1) 点検業務は、別紙消防設備一覧表の設備について実施すること。 

(2) 点検日の１ヶ月前までに委託者へ点検日程を連絡すること。 

(3) 点検業務の際は、施設の休業日など営業に支障のない時間帯を利用して行うこと。 

(4) 点検業務の際に、市場業者の商品等を汚損しないように十分注意すること。万一、汚 

損した場合は、受託者の責任において弁償すること。 

(5) 定期点検日以外の日においても、消防設備等の故障や事故の発生、その他の理由によ 

り施設管理者が必要と認めた場合には、要求に応じ速やかに処置を行うこと。 

(6) 機器点検及び総合点検終了後は、速やかに報告書を作成し、施設管理者及び消防機関

に、その結果を報告、承認を得ること。報告書には、機器の位置を示した図面を添付し

報告書と一緒に提出すること。 

 

５ 法令の遵守 

   受託者は労働基準法その他の法令規則を遵守すること。特に業務にあたる者に対する

賃金不払いや最低賃金以下での雇用がないようにすること。 

 








